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政府調達苦情処理推進本部 政府調達苦情検討委員会

本 部 長：内閣官房長官 構成：政府調達に関する学識経験者

メンバー：各省庁事務次官

分 科 会政府調達苦情処理推進本部幹事会

幹 事 長：内閣府大臣官房審議官 構成：個別分野の学識経験者

メンバー：各省庁担当課長

スーパーコンピューター分科会、

コンピューター分科会、

非研究開発衛星分科会、

事務局 公共事業分科会、

電気通信分科会、

医療技術分科会等、

内閣府本府政府調達 苦情の申立て内容に応じて

苦情処理対策室 個別分野ごとの分科会を設置。

平成７年12月１日 閣議決定政府調達苦情処理推進本部
平成10年12月15日 一部改正
平成13年１月６日 一部改正
平成19年１月９日 一部改正

本 部 長：内閣官房長官

副本部長：内閣官房副長官（事務）

内閣府事務次官

本 部 員：内閣官房副長官補

内閣法制局次長 防衛事務次官

総務事務次官 警察庁長官

法務事務次官 金融庁長官

外務事務次官

財務事務次官

文部科学事務次官

厚生労働事務次官

農林水産事務次官

経済産業事務次官

国土交通事務次官

環境事務次官


